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令和３年７月30日

世田谷区長 保 坂 展 人
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世田谷区規則第110号

世田谷区教育・保育給付認定及び施設等

利用給付認定並びに保育所等の利用調整

等に関する条例の施行等に関する規則の

一部を改正する規則

世田谷区規則第111号

世田谷区医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律施

行細則の一部を改正する規則

世田谷区規則第112号

世田谷区建築基準法施行細則の一部を改

正する規則

世田谷区教育・保育給付認定及び施

設等利用給付認定並びに保育所等の

利用調整等に関する条例の施行等に

関する規則の一部を改正する規則

世田谷区教育・保育給付認定及び施設等

利用給付認定並びに保育所等の利用調整等

に関する条例の施行等に関する規則（平成

27年２月世田谷区規則第５号）の一部を次

のように改正する。

第５条第１項第２号中「勤務証明書・勤

務予定証明書（第３号様式）、就労状況申

告書・就労予定申告書（第４号様式）」を

「就労証明書（第３号様式）」に改める。

第16条第１項第２号中「勤務証明書・勤

務予定証明書、就労状況申告書・就労予定

申告書」を「就労証明書」に改める。

第25条第１項中「勤務証明書・勤務予定

証明書又は就労状況申告書・就労予定申告

書」を「就労証明書」に改める。

別表第２備考第２項第１号を次のように

改める。

ひとり親等 次のいずれかに該

当する者をいう。

ア 次のいずれかに該当し、かつ、

生計を一にする同居の親族がい

ない者であって、現に特定教育・

保育等の利用に係る教育・保育

給付認定子どもを扶養している

教育・保育給付認定子どもの保

護者

配偶者（届出をしないが事

実上婚姻関係と同様の事情に

ある者を含む。 を除き、以

下同じ。）と死別した者であっ

て、現に婚姻（届出をしない

が事実上婚姻関係と同様の事

情にある場合を含む。以下同

じ。）をしていないもの

配偶者と離婚した者であっ

て現に婚姻をしていないもの

配偶者の生死が明らかでな

い者

配偶者から遺棄されている

者

配偶者が拘禁されている者

（カ） 児童福祉法第23条第１項の

規定により母子生活支援施設

に入所している者

イ 区長がアに該当するものに準

ずると認める者

ウ 次のいずれかに該当する特定

教育・保育等の利用に係る教育・

保育給付認定子ども又はその兄

弟姉妹を扶養している教育・保

育給付認定子どもの保護者又は

扶養義務者

身体障害者手帳の交付を受

けた者

厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより療育手帳の交付を受

け、又は東京都知事の定める

ところにより愛の手帳の交付

を受けた者

精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けた者

特別児童扶養手当等の支給

に関する法律（昭和39年法律

第134号）第３条の特別児童

扶養手当の支給対象児童

国民年金法（昭和34年法律

第141号）に定める障害基礎

年金等の支給対象者

エ ウ から まで及び のいず

れかに該当する教育・保育給付

認定子どもの保護者又は扶養義

務者

別表第２備考第４項中「勤務証明書・勤

務予定証明書」を「就労証明書」に改める。

別表第３備考第２項第２号中「別表第１

備考第１項第６号」を「別表第１備考第１

項第５号」に改める。

第３号様式を次のように改める。

様式省略

第４号様式を次のように改める。

第４号様式 削除

第８号様式裏面、第13号様式第５面及び

第14号の２様式中「勤務証明書」を「就労

証明書」に改める。

附 則

この規則は、令和３年９月１日から施行

する。

世田谷区医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する

法律施行細則の一部を改正する規則

世田谷区医薬品、医療機器等の品質、有

効性及び安全性の確保等に関する法律施行

細則（平成９年３月世田谷区規則第67号）

の一部を次のように改正する。

第２条第16号中「第25条第１項」を「第

26条第１項」に改め、同条第36号中「第163

条第２項」を「第163条第１項」に改める。

第３条第１項中「第７条第３項ただし書」

を「第７条第４項ただし書」に改める。

第４条第１項中「第28条第３項ただし書」

を「第28条第４項ただし書」に改める。

第１号様式中「第７条第３項ただし書」

を「第７条第４項ただし書」に、「第28条

第３項ただし書」を「第28条第４項ただし

書」に改める。

第２号様式中「第７条第３項ただし書」

を「第７条第４項ただし書」に、「第28条

第３項ただし書」を「第28条第４項ただし

書」に改める。

附 則

１ この規則は、令和３年８月１日から施

行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第１号様式の規定に基づき作成

された様式の用紙で現に残存するものは、

当分の間、修正して使用することができ

る。

３ この規則の施行の際、現にこの規則に

よる改正前の第２号様式の規定に基づき

作成され、交付されている許可書は、こ

の規則による改正後の第２号様式の規定

に基づき作成され、交付されている許可

書とみなす。

世田谷区建築基準法施行細則の一部

を改正する規則

世田谷区建築基準法施行細則（昭和58年

３月世田谷区規則第19号）の一部を次のよ

うに改正する。

第43条の見出し中「１人建築協定」を

「一人建築協定」に改める。

第22号様式中「電 話 （ ）」を

「
「電話番号」に改め、 印 を削り、「

」

指 定 建 ぺ い 率」を「指 定 建 蔽

「７ 申請者の氏名（法人
率」に改め、

印を省略できます。

の場合にあっては、代表者の氏名）の記載

を自署で行う場合においては、押
を削る。

」

第24号様式中「電 話（ ）」を「電

「
話番号」に改め、 印 を削り、「指 定

」

建 ぺ い 率」を「指 定 建 蔽 率」

「８ 申請者の氏名（法人の場合
に改め、

印を省略できます。

にあっては、代表者の氏名）の記載を自署

で行う場合においては、押
を削る。

」

第26号様式中「電話（ ）」を「電話

「
番号」に改め、 印 を削り、「届けま

」

「４ 届出
す」を「届け出ます」に改め、

ては、

者の氏名（法人の場合にあっては、代表者

押印を省略できます。

の氏名）の記載を自署で行う場合におい

」

を削る。

第27号様式中「電話 （ ）」を「電

「
話番号」に改め、 印 を削り、「指 定

」

建 ぺ い 率」を「指 定 建 蔽 率」

「４ 届出者の氏名（法人にあっ
に改め、

ては、押印を省略できます。

ては、代表者の氏名）の記載を自署で行う

場合におい
を削る。

」

第28号様式中「電話（ ）」を「電話

「
番号」に改め、 印 を削り、「届けま

」

「４ 届出
す」を「届け出ます」に改め、

を省略

者の氏名（法人の場合にあっては、代表者

できます。

の氏名）の記載を自署で行う場合において
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は、押印
を削る。

」

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際、この規則による

改正前の世田谷区建築基準法施行細則の

規定に基づき作成された様式の用紙で現

に残存するものは、当分の間、修正して

使用することができる。

訓 令 甲

◎世田谷区訓令甲第31号

庁 中 一 般

世田谷区勤務訓令（令和２年４月世田谷

区訓令甲第41号）の一部を次のように改正

する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別表住民接種班の項中「副班長 世田谷

「副班長 世田谷保健所
保健所副所長」を

副班長 住民接種担当

副所長 「世田谷保健所生活保健
に、 を

参事 」 課 」

「世田谷保健所生活保健

課
に改める。

世田谷保健所住民接種

統括担当課 」

告 示

◎世田谷区告示第561号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第30条の11第１項の規定による子ど

も・子育て支援施設等の確認をしたので、

同法第58条の11の規定に基づき、別紙のと

おり告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第562号

世田谷区副区長の担任事項に関する規程

（令和２年10月世田谷区告示第865号）の一

部を次のように改正する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

本則の表地方自治法（昭和22年法律第67

号）第152条第１項の規定に基づき区長が

定めた区長の職務代理順序（以下「区長の

職務代理順序」という。）が第１順位の副

区長の項第１号中「（庁舎整備担当部を除

く。）」を削り、同表区長の職務代理順序が

第２順位の副区長の項及び区長の職務代理

順序が第３順位の副区長の項を次のように

改める。

◎世田谷区告示第563号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第1

9条の９第１項及び第59条の４第１項の規

定により指定小児慢性特定疾病医療機関を

指定したので、同法第19条の19第１号及び

第59条の４第１項の規定により別紙のとお

り告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第564号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の10第１項及び第59条の４第１項の規

定による指定小児慢性特定疾病医療機関の

指定の更新をしたので、同法第19条の19第

１号及び第59条の４第１項の規定により別

紙のとおり告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第565号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の14及び第59条の４第１項の規定によ

る指定事項の変更の届出があったので、同

法第19条の19第２号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第566号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

19条の15の規定による指定小児慢性特定疾

病医療機関の指定の辞退があったので、同

法第19条の19第３号及び第59条の４第１項

の規定により別紙のとおり告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第567号

世田谷区立公園条例（昭和33年４月世田

谷区条例第４号）第13条に規定する使用料

のうち、水泳場の使用料の収納事務につい

ては、地方自治法施行令（昭和22年政令第

16号）第158条第１項の規定に基づき、次

のとおり委託したので告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 委託した相手方

名 称 株式会社エイト世田谷

支店

所 在 地 東京都世田谷区喜多見

四丁目23番21号

２ 委託対象の施設及び委託期間

施 設 名 世田谷区立世田谷公園

水泳場及び世田谷区立

玉川野毛町公園水泳場

委託期間 令和３年７月１日から

同年９月21日まで

◎世田谷区告示第568号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の20第１項の規定により指定特

定相談支援事業者を指定したので、同法第

51条の30第２項の規定により告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 合同会社Ｐ

ｏｍｍｉｅ

ｒ

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区祖師谷

三丁目38番

10号ハウス

トクダ103

３ 事業所の名称 世田谷区相

談支援ポミ

エ

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区祖師谷

三丁目38番

10号ハウス

トクダ103

５ 事業所番号 1331204873

６ 事業の種類 特定相談支

援事業

７ 事業の主たる対象者 知的障害者

、精神障害

者

８ 指定の年月日 令和３年７

月１日

◎世田谷区告示第569号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

24条の28第１項の規定により指定障害児相

談支援事業者を指定したので、同法第24条

の37の規定により告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業者の名称 合同会社Ｐ

ｏｍｍｉｅ

ｒ

２ 主たる事務所の所在地 東京都世田

谷区祖師谷

三丁目38番

10号ハウス

トクダ103

３ 事業所の名称 世田谷区相

談支援ポミ

エ

４ 事業所の所在地 東京都世田

谷区祖師谷

三丁目38番

10号ハウス

トクダ103

５ 事業所番号 1371201011
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区長の職務代理順序が

第２順位の副区長

保健福祉政策部、高齢福祉部、障害福祉部、子ども・

若者部及び保育部に関すること。

世田谷保健所に関すること。

区長の職務代理順序が

第３順位の副区長

生活文化政策部、地域行政部、環境政策部、経済産業

部、清掃・リサイクル部、都市整備政策部、道路・交通

計画部及び土木部に関すること。

総合支所に関すること。

農業委員会との連絡に関すること。
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６ 事業の種類 障害児相談

支援事業

７ 事業の主たる対象者 障害児

８ 指定の年月日 令和３年７

月１日

◎世田谷区告示第570号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成17年法律第123

号）第51条の25第３項の規定による変更の

届出及び児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第24条の32第１項の規定による変更の

届出があったので、世田谷区指定特定相談

支援事業者及び指定障害児相談支援事業者

の指定等に関する規則（平成24年３月世田

谷区規則第25号）第８条第１項の規定によ

り別紙のとおり告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第571号

子ども・子育て支援法（平成24年法律第

65号）第27条第１項の規定による教育・保

育施設の確認をしたので、同法第41条の規

定に基づき、別紙のとおり告示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第572号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第

21条の５の20第３項及び第59条の４第１項

の規定による指定事項の変更の届出があっ

たので、世田谷区指定障害児通所支援事業

者及び指定障害児入所施設の指定等に関す

る規則（令和元年11月世田谷区規則第49号）

第７条第１項の規定により別紙のとおり告

示する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第573号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月２日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜新町一丁目443番28の

内

３ 変更の区域

延 長 7.91メートル

幅 員 0.52メートルから

0.58メートルまで

面 積 4.30平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月２日

◎世田谷区告示第574号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月２日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月２日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｇ036

２ 変更の区間

世田谷区桜新町一丁目21番27から

21番25まで

３ 変更の区域

延 長 10.09メートル

幅 員 1.08メートルから

1.09メートルまで

面 積 11.01平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月２日

◎世田谷区告示第575号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を廃止する。

この関係図面は、令和３年７月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更により廃止する区間

世田谷区給田一丁目792番３地先

無番の内

３ 変更により廃止する区域

延 長 113.17メートル

幅 員 2.74メートルから

2.75メートルまで

面 積 311.02平方メートル

４ 供用廃止の期日

令和３年７月５日

◎世田谷区告示第576号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

58－７

58－７

２ 変更の区間

世田谷区上祖師谷五丁目1088番11

の内

世田谷区上祖師谷五丁目1088番96

の内

世田谷区上祖師谷五丁目1088番97

３ 変更の区域

延 長 27.92メートル

幅 員 1.13メートルから

1.39メートルまで

面 積 31.06平方メートル

延 長 26.29メートル

幅 員 0.57メートル

面 積 19.58平方メートル

延 長 23.85メートル

幅 員 0.61メートル

面 積 18.46平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月５日

◎世田谷区告示第577号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

53－21

２ 変更の区間

世田谷区八幡山二丁目39番41から

38番１地先無番まで

３ 変更の区域

延 長 81.06メートル

幅 員 0.74メートルから

0.75メートルまで

面 積 62.55平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月５日

◎世田谷区告示第578号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線を次のように廃

止する。

この関係図面は、令和３年７月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

22―Ｇ202

２ 廃止する起終点

世田谷区八幡山二丁目39番８地先

無番

３ 廃止の期日

令和３年７月５日

◎世田谷区告示第579号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月５日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区南烏山六丁目1861番８の

内

３ 変更の区域

令和３年８月20日 （第725号）
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延 長 14.37メートル

幅 員 1.69メートルから

1.82メートルまで

面 積 24.31平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月５日

◎世田谷区告示第580号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条の２第10項の規定に基づき地縁による団

体認可の告示をしたが、その告示事項に変

更があった旨の届出があったので、同項及

び地方自治法施行規則（昭和22年内務省令

第29号）第19条第１項第５号の規定により

次のとおり告示する。

令和３年７月５日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 名称

松原５・６丁目自治会

２ 区域

世田谷区松原五丁目１番から17番

まで、18番の一部、19番の一部、21

番から33番まで、40番、44番から47

番まで及び49番から61番までの区域、

世田谷区松原六丁目の全域、世田谷

区羽根木一丁目32番の一部、世田谷

区羽根木二丁目35番の一部及び40番

の一部並びに世田谷区赤堤二丁目１

番の一部、２番の一部及び17番の一

部の区域

３ 主たる事務所

東京都世田谷区松原五丁目８番11

号

４ 代表者の氏名及び住所

木原 諄二

東京都世田谷区松原五丁目５番３

号

５ 変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

大田 一久

東京都世田谷区松原五丁目21番

７号

◎世田谷区告示第581号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

82条第２項の規定による指定居宅介護支援

事業の廃止の届出があったので、同法第85

条第２号の規定により告示する。

令和３年７月８日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 コミュニティケ

アプランナー

オレンジガーベ

ラ

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

世田谷一丁目10

番13－301号

３ 事業者の名称 株式会社ヒュー

マン・エマージェ

ンス

４ 廃止届受理年月日 令和３年６月28

日

５ サービスの種類 居宅介護支援

◎世田谷区告示第582号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第583号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

34－12

２ 変更の区間

世田谷区野沢四丁目231番29の内

３ 変更の区域

延 長 7.39メートル

幅 員 0.17メートル

面 積 1.29平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月12日

◎世田谷区告示第584号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第２項の規定に基づき、特別区道路線の供

用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 供用開始の区間

世田谷区若林四丁目205番45

３ 供用開始の区域

延 長 5.67メートル

幅 員 2.97メートル

面 積 16.99平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月12日

◎世田谷区告示第585号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

31－Ｄ349－07

２ 変更の区間

世田谷区弦巻二丁目141番29の内

３ 変更の区域

延 長 21.17メートル

幅 員 0.38メートルから

0.76メートルまで

面 積 11.23平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月12日

◎世田谷区告示第586号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区赤堤五丁目520番38の内

３ 変更の区域

延 長 7.02メートル

幅 員 0.62メートルから

0.69メートルまで

面 積 4.65平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月12日

◎世田谷区告示第587号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年７月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区野沢二丁目92番15の内

３ 変更の区域

延 長 11.76メートル

幅 員 2.12メートルから

2.24メートルまで

面 積 25.69平方メートル

◎世田谷区告示第588号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

第１項の規定に基づき、特別区道路線の区

域を次のように変更する。

この関係図面は、令和３年７月12日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月12日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－５

２ 変更の区間

世田谷区野沢二丁目92番15の内

３ 変更の区域

延 長 2.69メートル

幅 員 2.24メートルから

2.27メートルまで

面 積 6.09平方メートル

◎世田谷区告示第589号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

令和３年８月20日 （第725号）
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この関係図面は、令和３年７月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

36－27

２ 変更の区間

世田谷区下馬六丁目60番45

３ 変更の区域

延 長 2.50メートル

幅 員 0.18メートル

面 積 0.45平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月13日

◎世田谷区告示第590号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｇ040

２ 変更の区間

世田谷区大原二丁目1246番８の内

３ 変更の区域

延 長 5.04メートル

幅 員 0.77メートルから

0.89メートルまで

面 積 4.17平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月13日

◎世田谷区告示第591号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月13日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月13日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

43－Ｄ502－02

２ 変更の区間

世田谷区祖師谷一丁目73番125か

ら73番134まで

３ 変更の区域

延 長 17.05メートル

幅 員 0.12メートルから

0.21メートルまで

面 積 2.80平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月13日

◎世田谷区告示第592号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区松原三丁目865番11の内

３ 変更の区域

延 長 8.36メートル

幅 員 0.68メートルから

0.71メートルまで

面 積 5.80平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月14日

◎世田谷区告示第593号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月14日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

41－20

２ 変更の区間

世田谷区東玉川一丁目104番36の

内から104番38の内まで

３ 変更の区域

延 長 21.32メートル

幅 員 0.18メートルから

面 積 3.94平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月14日

◎世田谷区告示第594号

介護保険法（平成９年法律第123号）第7

8条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年７月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リハビリデイ・

すまいるウォー

ク

２ 事業所の所在地 東京都調布市多

摩川一丁目33番

５号レナジア昭

和１階Ｂ

３ 事業者の名称 株式会社ワムケ

アサービス

４ 廃止届受理年月日 令和３年６月29

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第595号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の５第２項の規定による指定地域密着

型サービス事業の廃止の届出があったので、

同法第78条の11第２号の規定により告示す

る。

令和３年７月15日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リハビリデイル

ームやわら 豪

徳寺

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区

豪徳寺一丁目８

番６号サーフ・

ドリーム１階

３ 事業者の名称 株式会社アップ

・アンド・カミ

ング

４ 廃止届受理年月日 令和３年６月25

日

５ サービスの種類 地域密着型通所

介護

◎世田谷区告示第596号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

10－29

２ 変更の区間

世田谷区千歳台五丁目452番７

３ 変更の区域

延 長 12.16メートル

幅 員 0.99メートルから

1.00メートルまで

面 積 12.16平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月16日

◎世田谷区告示第597号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

43－Ｄ319－02

２ 変更の区間

世田谷区砧八丁目７番８の内

３ 変更の区域

延 長 21.73メートル

幅 員 0.34メートルから

0.65メートルまで

面 積 11.99平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月16日

◎世田谷区告示第598号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月16日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年８月20日 （第725号）
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令和３年７月16日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区用賀四丁目430番９の内

３ 変更の区域

延 長 12.24メートル

幅 員 0.62メートル

面 積 7.68平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月16日

◎世田谷区告示第599号

世田谷区みどりの基本条例（平成17年３

月世田谷区条例第13号）第13条第１項の規

定に基づく保存樹木等の指定の解除につい

て別紙のように告示する。

令和３年７月19日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区告示第600号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

13－Ｇ037

２ 変更の区間

世田谷区太子堂二丁目313番59の

内

３ 変更の区域

延 長 7.73メートル

幅 員 1.95メートルから

1.99メートルまで

面 積 15.41平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月20日

◎世田谷区告示第601号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の区域を次のよ

うに変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月20日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月20日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

21－Ｇ239

２ 変更の区間

世田谷区若林三丁目148番41の内

から146番８の内まで

３ 変更の区域

延 長 8.53メートル

幅 員 1.63メートルから

1.67メートルまで

面 積 14.25平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月20日

◎世田谷区告示第602号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第

42条第１項第５号の規定による指定道路に

ついて、次のとおり道路の指定の変更をし

た。

なお、関係図面は、世田谷区防災街づく

り担当部建築安全課において縦覧に供する。

令和３年７月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定変更番号 第2876号

２ 指定変更年月日 令和３年７月20日

３ 指定変更の位置 世田谷区桜二丁目

614番３の一部及

び615番３の一部

４ 道路の幅員 0.68メートルから

0.88メートル

５ 道路の延長 12.93メートル

６ 申請者氏名 古川 恭子

◎世田谷区告示第603号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区代田二丁目635番373の内

から635番359の内まで

３ 変更の区域

延 長 25.57メートル

幅 員 0.36メートル

面 積 9.30平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月21日

◎世田谷区告示第604号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月21日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月21日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

53－15

２ 変更の区間

世田谷区北烏山六丁目1657番10の

内

３ 変更の区域

延 長 11.86メートル

幅 員 0.04メートル

面 積 0.56平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月21日

◎世田谷区告示第605号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和３年７月26日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 セコムシニア倶楽

部千歳烏山

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区南

烏山五丁目５番９

号

３ 事業者の名称 セコム医療システ

ム株式会社

４ 指定年月日 令和３年８月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第606号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区赤堤四丁目902番21の内

３ 変更の区域

延 長 9.06メートル

幅 員 0.66メートルから

0.71メートルまで

面 積 6.06平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月27日

◎世田谷区告示第607号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月27日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月27日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区若林五丁目365番８の内

３ 変更の区域

延 長 2.38メートル

幅 員 0.57メートルから

0.67メートルまで

面 積 1.43平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月27日

◎世田谷区告示第608号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

令和３年８月20日 （第725号）
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１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区赤堤五丁目498番11の内

３ 変更の区域

延 長 15.16メートル

幅 員 0.22メートルから

0.27メートルまで

面 積 3.83平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月28日

◎世田谷区告示第609号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月28日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月28日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

２ 変更の区間

世田谷区桜新町一丁目430番31の

内から430番24の内まで

３ 変更の区域

延 長 7.46メートル

幅 員 0.61メートルから

0.63メートルまで

面 積 4.64平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月28日

◎世田谷区告示第610号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条

の規定に基づき、特別区道路線の区域を次

のように変更し、その供用を開始する。

この関係図面は、令和３年７月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 認定番号

28－１

40－１

２ 変更の区間

世田谷区上北沢一丁目675番１

世田谷区上北沢一丁目675番29地

先無番から675番33地先無番まで

３ 変更の区域

延 長 11.71メートル

幅 員 0.00メートルから

0.58メートルまで

面 積 3.50平方メートル

延 長 31.04メートル

幅 員 0.00メートルから

0.76メートルまで

面 積 13.01平方メートル

４ 供用開始の期日

令和３年７月30日

◎世田谷区告示第611号

世田谷区公共物管理条例施行規則（平成

14年３月世田谷区規則第45号）第７条の規

定に基づき、区管理道路線の一部を次のよ

うに廃止する。

この関係図面は、令和３年７月30日から

15日間世田谷区道路・交通計画部道路管理

課において一般の縦覧に供する。

令和３年７月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 指定番号

22－Ｇ028

２ 一部を廃止する起終点

（旧）世田谷区上北沢一丁目727番

６地先無番から675番２地先

無番まで

（新）世田谷区上北沢一丁目727番

６地先無番から675番５地先

無番まで

３ 廃止の期日

令和３年７月30日

◎世田谷区告示第612号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和３年７月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 リハビリデイルー

ムやわら豪徳寺

２ 事業所の所在地 東京都世田谷区豪

徳寺一丁目８番６

号サーフ・ドリー

ム１階

３ 事業者の名称 株式会社静和

４ 指定年月日 令和３年８月１日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

◎世田谷区告示第613号

介護保険法（平成９年法律第123号）第

78条の２第１項の規定により指定地域密着

型サービス事業者を指定したので、同法第

78条の11第１号の規定により告示する。

令和３年７月30日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 事業所の名称 ＫＩＺＵＮＡ Ｓ

ＰＡ洗足池店

２ 事業所の所在地 東京都大田区上池

台二丁目25番７号

洗足池パインマン

ション１階

３ 事業者の名称 株式会社リアン

４ 指定年月日 令和３年７月13日

５ サービスの種類 地域密着型通所介

護

公 告

◎世田谷区公告第75号

公文書の管理状況の公表について

世田谷区公文書管理条例（令和２年３月

世田谷区条例第４号）第９条の規定により

令和２年度の公文書の管理の状況を次のと

おり公表する。

令和３年７月１日

世田谷区長 保 坂 展 人

１ 文書事務の実施機関

区長、教育委員会、選挙管理委員

会、監査委員、農業委員会及び議会

２ 公文書の作成等の状況（総合文書管

理システム上の件数）

フォルダ等の作成 156,566件

文書の収受 41,205件

起案文書の作成 101,426件

３ 職員を対象とした公文書の管理に関

する研修の実施状況

４ 公文書の管理に関する点検の実施状

況

点検の概要

公文書の作成又は収受及び保管の

状況について、各実施機関において

自己点検を実施した。また、複数の

部署で区政情報課職員による実地調

査を実施した。

主な点検の内容

① 公文書が適切に作成又は収受さ

れているか。

② フォルダ等が適切に作成され、

公文書が適正に管理されているか。

点検の結果

公文書の管理の状況は概ね良好で

あったが、総合文書管理システムへ

の日付の誤入力等が見受けられた。

点検の結果を受けての対応

総合文書管理システムへの誤入力

の訂正等必要な措置を行った上で、

再発防止策を講じる等事務の改善を

促した。

◎世田谷区公告第76号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年７月６日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第77号

令和３年８月20日 （第725号）
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研修名 受講対象者 受講者数

採用１年目研

修

新規採用職員 253名

文書ファイリ

ング研修

希望する庶務

担当者等

42名

文書監督者研

修

希望する文書

主任

19名

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

用賀二丁目

29番10

29番11

29番12

29番13

29番14

29番15

29番16

東京都杉並区

和泉三丁目25番11号

アイ・和泉102

木村 裕一

東京都世田谷区

用賀二丁目８番10号

飯田 幹雄

東京都世田谷区

上用賀六丁目18番13

号

グリーンパーク上用

賀103

川井 聡之



世 田 谷 区 公 報

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年７月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第78号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年７月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第79号

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第

29条第１項の規定に基づき許可した次の開

発行為に関する工事は、完了した。

令和３年７月７日

世田谷区長 保 坂 展 人

◎世田谷区公告第80号

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況

について、住民基本台帳法（昭和42年法律

第81号）第11条第３項及び第11条の２第12

項の規定に基づき、別紙のとおり公表する。

令和３年７月14日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

◎世田谷区公告第81号

不動産の最高価申込者等決定の公告

公売財産の最高価申込者等を別紙のとお

り決定したので、地方税法（昭和25年法律

第226号）第331条第６項及び国税徴収法

（昭和34年法律第147号）第106条第２項の

規定により、公告する。

令和３年７月29日

世田谷区長 保 坂 展 人

別紙省略

規 則（教）

次に掲げる規則を公布する。

令和３年７月16日

世田谷区教育委員会

世田谷区教育委員会規則第10号

世田谷区立認定こども園保育料条例施行

規則の一部を改正する規則

世田谷区立認定こども園保育料条例

施行規則の一部を改正する規則

世田谷区立認定こども園保育料条例施行

規則（平成28年２月世田谷区教育委員会規

則第５号）の一部を次のように改正する。

第３条の４第１項中「第５条の４の２第

６項、第５条の５第２項及び」を「第５条

の４の２第５項、第５条の５第２項、第７

条の２第４項及び第５項、第７条の３第２

項並びに」に改め、同条第２項を削り、同

条第３項中「別表第１備考第５項」を「別

表第１備考第４項」に改め、同項を同条第

２項とする。

第５条中「別表第１備考第１項第５号」

を「別表第１備考第１項第４号」に、「別

表第１備考第１項第４号」を「別表第１備

考第１項第３号」に改める。

第６条第１項中「保育料額決定通知書

（第１号様式）又は」を削り、同条第２項

中「第２号様式」を「第１号様式」に改め、

同条第３項中「第３号様式」を「第２号様

式」に改め、同条第４項中「第４号様式」

を「第３号様式」に改め、同条第５項中

「第５号様式」を「第４号様式」に改める。

第７条第３項中「第６号様式」を「第５

号様式」に改め、同条第４項中「第７号様

式」を「第６号様式」に、「第８号様式」

を「第７号様式」に改める。

第12条第３項中「第９号様式」を「第８

号様式」に改める。

第１号様式を削り、第２号様式を第１号

様式とし、第３号様式から第９号様式まで

を１号ずつ繰り上げる。

附 則

１ この規則は、令和３年９月１日から施

行する。ただし、第３条の４第１項の改

正規定及び第５条の改正規定は、公布の

日から施行する。

２ この規則の施行の際、現にこの規則に

よる改正前の第２号様式から第５号様式

まで、第７号様式及び第８号様式の規定

により作成され、交付されている延長保

育料額決定通知書、延長保育料額変更通

知書、給食費額決定通知書、給食費額変

更通知書、延長保育料等減額・免除決定

通知書及び延長保育料等減額・免除却下

通知書は、それぞれこの規則による改正

後の第１号様式から第４号様式まで、第

６号様式及び第７号様式の規定により作

成され、交付された延長保育料額決定通

知書、延長保育料額変更通知書、給食費

額決定通知書、給食費額変更通知書、延

長保育料等減額・免除決定通知書及び延

長保育料等減額・免除却下通知書とみな

す。

３ この規則の施行の際、この規則による

改正前の第６号様式及び第９号様式の規

定に基づき作成さた様式の用紙で現に残

存するものは、当分の間、修正して使用

することができる。

告 示（選）

◎世田谷区選挙管理委員会告示第22号

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第

28条の規定により本区の選挙人名簿から抹

消した者のうち、同条第４号の規定に該当

するものを別紙のとおり告示する。

令和３年７月４日

世田谷区選挙管理委員会

別紙省略

告 示（農）

◎世田谷区農業委員会告示第７号

農業委員会等に関する法律（昭和26年法

律第88号）第27条第１項の規定に基づき、

第12回世田谷区農業委員会総会を次のとお

り開催する。

令和３年７月16日

世田谷区農業委員会会長

宍 戸 幸 男

１ 開催日時 令和３年７月26日（月）

午後３時00分

２ 開催場所 区役所第二庁舎第５委員

会室

３ 審議事項

第１号議案 農地法に基づく許可

申請について

第２号議案 農地法に基づく転用

届出について

第３号議案 その他の事項につい

て

告 示（監）

◎世田谷区監査委員告示第９号

住民監査請求に係る監査の結果を、次の

とおり公表する。

令和３年７月７日

世田谷区監査委員 田 中 文 子

同 中 根 秀 樹

同 上 島 義 盛

同 河 村 みどり

令和３年８月20日 （第725号）
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１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

鎌田二丁目

232番53

232番54

232番55

232番56

東京都世田谷区

鎌田四丁目７番26号

大隅 芳廣

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

宇奈根二丁目

155番３

156番２

東京都武蔵野市

吉祥寺北町一丁目29

番１号

兼六土地建物株式会

社

代表取締役 鍵市

佳克

１ 開発区域又は

工区に含まれる

地域の名称

２ 許可を受けた者

の住所及び氏名

東京都世田谷区

千歳台五丁目

431番４

431番５

431番６

431番７

431番８

431番９

431番10

431番11

431番12

431番13

431番14

431番15

東京都西東京市

芝久保町四丁目26番

３号

株式会社 東栄住宅

代表取締役 佐藤

千尋
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